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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第65期

第１四半期累計期間
第66期

第１四半期累計期間
第65期

会計期間
自 平成28年８月21日
至 平成28年11月20日

自 平成29年８月21日
至 平成29年11月20日

自 平成28年８月21日
至 平成29年８月20日

売上高 (千円) 1,603,090 1,710,516 6,888,607

経常利益又は経常損失（△） (千円) △1,433 △14,640 416,656

当期純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △4,559 △11,647 298,079

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 460,000 460,000 460,000

発行済株式総数 (株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000

純資産額 (千円) 4,192,152 4,429,745 4,486,481

総資産額 (千円) 6,902,505 7,332,826 7,189,880

１株当たり当期純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) △0.76 △1.94 49.68

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 12.00

自己資本比率 (％) 60.7 60.4 62.4
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資損益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業内容について重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や海外の景気回復などを背景に、企業収益や雇用

環境の改善が見られるなど、引き続き緩やかな回復基調で推移してまいりました。

印刷業界におきましては、Web化等による印刷需要の減少、競争激化による受注価格下落の影響を受け、引き続

き厳しい状況が続いております。　

このような状況のもと、当社は引続き最新鋭の印刷機等設備導入により生産体制の強化を図るとともに、ＤＰ

（データプリント）サービスの製品開発やサービスの充実、販売マネジメントの強化による創注や原価構造改善に

積極的に取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は17億10百万円（前年同四半期比6.7％増）と増収となりましたが、

利益面におきましては、近年の積極的な設備投資による減価償却費の増加などにより、営業損失は15百万円（前年

同四半期は３百万円の営業損失）、経常損失は14百万円（前年同四半期は１百万円の経常損失）、四半期純損失は

11百万円（前年同四半期は４百万円の四半期純損失）の減益となりました。

　

　品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。

 
 

前第１四半期累計期間
（自　平成28年８月21日
　至　平成28年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年８月21日
　至　平成29年11月20日）

 
売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同期比

 
ＢＦ複合サービス 294,490 283,411 96.2%

 
企画商印サービス 107,690 94,283 87.5%

 
ＩＰＤＰサービス 355,134 360,237 101.4%

 
ＤＭＤＰサービス 845,774 972,584 115.0%

 
合　　計 1,603,090 1,710,516 106.7%
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（２）財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度と比べ1億42百万円増加し、73億32百万円となりまし

た。主な要因は、流動資産の現金及び預金が56百万円、電子記録債権が１億74百万円、繰延税金資産が52百万円、

有形固定資産の機械及び装置(純額)が３億63百万円増加、流動資産の受取手形及び売掛金が２億15百万円、有形固

定資産のその他(純額)に含まれる建設仮勘定が２億41百万円減少したことによるものです。

負債合計は１億99百万円増加し、29億3百万円となりました。主な要因は、流動負債の短期借入金が１億30百万

円、流動負債のその他に含まれる未払金が２億39百万円増加、賞与引当金が95百万円減少したことによるもので

す。

純資産合計は56百万円減少し、44億29百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が53百万円減少したことに

よるものです。

 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(４)研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は 16,218千円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年11月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年12月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,000,000 6,000,000
名古屋証券取引所
(市場第二部)

単元株式数　100株

計 6,000,000 6,000,000 ― ―
 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成29年８月21日～
　平成29年11月20日

― 6,000,000 ― 460,000 ― 285,200
 

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成29年８月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成29年８月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式 ― ― ―

 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 300 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,999,300 59,993 ―

単元未満株式 普通株式　　400 ― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 59,993 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成29年８月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
福島印刷株式会社

石川県金沢市佐奇森町ル６ 300 ― 300 0.01

計 ― 300 ― 300 0.01
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成29年８月21日から平成29年

11月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年８月21日から平成29年11月20日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年８月20日)
当第１四半期会計期間
(平成29年11月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 517,170 573,289

  受取手形及び売掛金 ※１  1,230,146 1,014,615

  電子記録債権 ※１  308,199 482,967

  製品 86,084 93,043

  仕掛品 93,719 112,370

  原材料及び貯蔵品 66,017 68,987

  繰延税金資産 84,271 137,084

  その他 86,735 75,904

  貸倒引当金 △74 △45

  流動資産合計 2,472,272 2,558,217

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,244,695 1,231,594

   機械及び装置（純額） 1,070,713 1,434,243

   土地 965,106 965,106

   リース資産（純額） 607,906 564,963

   その他（純額） 479,673 241,574

   有形固定資産合計 4,368,094 4,437,481

  無形固定資産 111,918 104,483

  投資その他の資産 ※2  237,595 ※2  232,643

  固定資産合計 4,717,608 4,774,608

 資産合計 7,189,880 7,332,826

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 304,406 258,040

  短期借入金 698,350 828,550

  リース債務 184,333 180,139

  未払法人税等 64,187 55,653

  その他 557,210 732,607

  流動負債合計 1,808,487 2,054,990

 固定負債   

  長期借入金 200,000 200,000

  リース債務 486,902 444,126

  退職給付引当金 118,831 136,084

  その他 89,177 67,879

  固定負債合計 894,911 848,089

 負債合計 2,703,398 2,903,080

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 460,000 460,000

  資本剰余金 285,200 285,200

  利益剰余金 3,681,469 3,627,824

  自己株式 △112 △112

  株主資本合計 4,426,556 4,372,911

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 59,925 56,834

  評価・換算差額等合計 59,925 56,834

 純資産合計 4,486,481 4,429,745
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負債純資産合計 7,189,880 7,332,826
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成28年８月21日
　至 平成28年11月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年８月21日
　至 平成29年11月20日)

売上高 1,603,090 1,710,516

売上原価 1,242,664 1,356,791

売上総利益 360,425 353,725

販売費及び一般管理費 363,769 368,826

営業損失（△） △3,344 △15,101

営業外収益   

 受取利息 9 7

 受取配当金 50 196

 作業くず売却益 3,296 3,713

 その他 2,349 830

 営業外収益合計 5,706 4,748

営業外費用   

 支払利息 3,795 4,288

 営業外費用合計 3,795 4,288

 経常損失（△） △1,433 △14,640

特別損失   

 固定資産除却損 3,277 408

 特別損失合計 3,277 408

税引前四半期純損失（△） △4,711 △15,049

法人税、住民税及び事業税 54,500 47,500

法人税等調整額 △54,652 △50,901

法人税等合計 △152 △3,401

四半期純損失（△） △4,559 △11,647
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

 

※１ 当第１四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決

済処理しております。

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の末日満期手形および電子記録債権が、事業年度末残

高に含まれております。

 
 

前事業年度
(平成29年８月20日)

当第１四半期会計期間
(平成29年11月20日)

受取手形 195,009千円 ―千円

電子記録債権 308,199千円 ―千円
 

 
※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額

 
前事業年度

(平成29年８月20日)

当第１四半期会計期間

(平成29年11月20日)

投資その他の資産　　　　 700千円 848千円
 

 
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間
（自　平成28年８月21日

   至　平成28年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年８月21日

   至　平成29年11月20日）

減価償却費 168,915千円 188,723 千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成28年８月21日 至 平成28年11月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年９月30日
取締役会

普通株式 35,997 6.00 平成28年８月20日 平成28年11月18日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成29年８月21日 至 平成29年11月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年９月29日
取締役会

普通株式 41,997 7.00 平成29年８月20日 平成29年11月17日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　前第１四半期累計期間(自 平成28年８月21日 至 平成28年11月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

　　当第１四半期累計期間(自 平成29年８月21日 至 平成29年11月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成28年８月21日
至 平成28年11月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年８月21日
至 平成29年11月20日)

   １株当たり四半期純損失金額 (△) △76銭 △1円94銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純損失(△)　　　　　　　　　　　(千円) △4,559 △11,647

　　普通株主に帰属しない金額　　　　　   (千円) ― ―

　　普通株式に係る四半期純損失(△) 　　　 (千円) 
　

△4,559 △11,647

   普通株式の期中平均株式数         　　 (株) 5,999,635 5,999,635
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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 ２ 【その他】

平成29年9月29日開催の取締役会において、平成29年８月20日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期

末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                              　　41,997千円

②　１株当たりの金額      　                      　 ７円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  　平成29年11月17日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年12月22日

福島印刷株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   池　　田　　裕　　之   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   三　　宅　　孝　　典   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている福島印刷株式会

社の平成29年８月21日から平成30年８月20日までの第66期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年８月21日から平成29

年11月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年８月21日から平成29年11月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、福島印刷株式会社の平成29年11月20日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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